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○
平
成
十
八
年
総
務
省
告
示
第
三
百
十
五
号
（
妨
害
波
電
圧
、
放
射
妨
害
波
及
び
妨
害
波
電
力
の
測
定
方
法
）
の
新
旧
告
示
対
照
表

（
傍
線
部
分
が
変
更
部
分
）

改

正

案

現

行

妨
害
波
電
圧
、
放
射
妨
害
波
及
び
妨
害
波
電
力
の
測
定
方
法

妨
害
波
電
圧
、
放
射
妨
害
波
及
び
妨
害
波
電
力
の
測
定
方
法

一

妨
害
波
電
圧
の
測
定
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

一

妨
害
波
電
圧
の
測
定
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

１

電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
は
、
別
図
第
一
号
及
び
別
図
第
二
号
に
示
す
と

１

電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
は
、
別
図
第
一
号
及
び
別
図
第
二
号
に
示
す
と

お
り
と
す
る
こ
と
。

お
り
と
す
る
こ
と
。

２

制
御
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
は
、
別
図
第
一
号
に
示
す
と
お
り
と
し
、
電
圧

２

負
荷
端
子
及
び
制
御
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
は
、
別
図
第
一
号
に
示
す
と
お

プ
ロ
ー
ブ
を
用
い
て
測
定
す
る
こ
と
。

り
と
し
、
電
圧
プ
ロ
ー
ブ
を
用
い
て
測
定
す
る
こ
と
。

３

光
制
御
装
置
を
有
す
る
機
器
の
電
源
端
子
及
び
制
御
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧

３

光
制
御
装
置
を
有
す
る
機
器
の
電
源
端
子
、
負
荷
端
子
及
び
制
御
端
子
に
お
け
る

は
、
前
二
号
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
よ
る
こ
と
。

妨
害
波
電
圧
は
、
前
二
号
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
よ
る
こ
と
。

全
光
束
点
灯
状
態
に
お
い
て
、
妨
害
波
が
最
大
と
な
る
制
御
状
態
で
測
定
す
る

全
光
束
点
灯
状
態
に
お
い
て
、
妨
害
波
が
最
大
と
な
る
制
御
状
態
で
測
定
す
る

（一）

（一）

こ
と
。

こ
と
。

光
度
が
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
状

光
度
が
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
状

（二）

（二）

態
に
お
い
て
、
最
大
負
荷
の
状
態
で
測
定
す
る
こ
と
。

態
に
お
い
て
、
最
大
負
荷
の
状
態
で
測
定
す
る
こ
と
。

４

準
尖
頭
値
検
波
方
式
の
測
定
器
は
、
別
表
に
定
め
る
基
本
的
特
性
を
有
す
る
こ

４

準
尖
頭
値
検
波
方
式
の
測
定
器
は
、
別
表
に
定
め
る
基
本
的
特
性
を
有
す
る
こ

と
。

と
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

別
図

第
一
号
～
第
三
号

（
略
）

別
図

第
一
号
～
第
三
号

（
略
）

別
表

（
略
）

別
表

（
略
）

別紙９
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